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滋賀国道管内遺跡発掘調査（整理調査）業務

分任支出負担行為担当官
滋賀国道事務所長
国土交通技官　　　　　　　田﨑　祥二
滋賀県大津市竜が丘４－５

令和　８年　４月　７日

公益財団法人滋賀県文化財保護協会

¥５５，９５７，０００－

¥５５，９５７，０００－

　本業務は、滋賀国道事務所管内の埋蔵文化財について、文化財保護法第99条（地方公共
団体による発掘の施行）第二項に基づき、発掘調査（整理調査）を実施するものである。
　「滋賀県における行政目的で行う埋蔵文化財発掘調査実施要項等の施行について
（通知）（平成19年3月15日滋教委文保第299号）」により、滋賀県内において国の機関等
で行う事業に係る埋蔵文化財の調整及び発掘調査は、滋賀県教育委員会が実施すると定め
られている。
　なお、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第22条5項」
により、所管する教育委員会文化財保護課に発掘調査（整理調査）の実施を委託依頼した
ところ、上記相手方に発掘調査（整理調査）の実施を依頼するよう通知を受けたこ
とから、上記相手方と委託契約を行うものである。


